
　
「東
京
税
政
連
」

第
２
０
０
号
記
念

紙
発
刊
に
際
し
、

心
よ
り
お
祝
い
申

し
上
げ
る
。
機
関

紙
関
係
役
員
の
皆

様
は
じ
め
、
多
く

の
方
々
の
ご
尽
力

に
対
し
敬
意
を
表
す
も
の
で

あ
る
。

　
さ
て
本
年
、
我
が
国
は
戦

後
�
年
の
節
目
の
年
に
当
た

る
。現
下
の
通
常
国
会
で
は
、

会
期
を
過
去
最
長
の
�
日
間

延
長
し
て
、
安
全
保
障
関
連

な
ど
の
重
要
法
案
に
つ
い
て

議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
安

全
保
障
関
連
法
案
は
、
平
成

�
年
７
月
�
日
に
衆
議
院
本

会
議
で
可
決
し
参
院
に
送
付

さ
れ
、
９
月
�
日
の
会
期
内

成
立
が
確
実
に
な
っ
て
き

た
。
戦
後
の
安
全
保
障
政
策

は
、
大
き
な
転
換
期
を
迎
え

よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　
東
京
税
理
士
政
治
連
盟
と

し
て
は
、消
費
税
の
軽
減
（以

下
、
東
税
政
で
は
「
複
数
」）

税
率
制
度
に
反
対
し
、
単
一

税
率
制
度
を
維
持
す
る
と
い

う
重
要
な
テ
ー
マ
が
あ
る
。

平
成
�
年
４
月
１
日
消
費
税

率
が
８
％
の
増
税
と
な
っ
て

一
年
が
経
過
し
た
現
在
、
特

に
中
小
企
業
の
消
費
税
の
負

担
の
増
大
は
、
資
金
繰
り
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
。
更
に
、
景
気
条
項
を
外

し
た
上
、
平
成
�
年
４
月
１

日
よ
り
�
％
へ
の
増
税
が
実

施
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
企

業
の
担
税
力
等
が
危
惧
さ
れ

る
。

　
現
在
の
税
制
抜
本
改
革
法

第
�
条
は
、
「
消
費
税
率
の

引
き
上
げ
に
よ
り
、
負
担
が

増
す
低
所
得
者
に
配
慮
し
た

施
策
を
検
討
す
る
。
」
も
の

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
与
党

大
綱
の
第
１
【
平
成
�
年
度

税
制
改
正
の
基
本
的
考
え

方
】
の
中
で
「
消
費
税
の
軽

減
税
率
制
度
に
つ
い
て
は
、

関
係
事
業
者
を
含
む
国
民
の

理
解
を
得
た
上
、
税
率
�
％

時
に
導
入
す
る
。
平
成
�
年

度
か
ら
の
導
入
を
目
指
し

て
、
対
象
品
目
、区
分
経
理
、

安
定
財
源
等
に
つ
い
て
、
早

急
に
具
体
的
な
検
討
を
進
め

る
。
」
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
複
数
税
率
制
度

へ
の
移
行
に
は
問
題
が
多

く
、
経
済
界
等
か
ら
反
対
意

見
が
出
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
与
党
大
綱
が
公

表
さ
れ
た
平
成
�
年
�
月
�

日
、
日
本
経
済
団
体
連
合
会

の
榊
原
会
長
は
「
消
費
税
の

軽
減
税
率
に
つ
い
て
は
、
社

会
保
障
財
源
の
減
少
や
中
小

企
業
を
中
心
と
し
た
納
税
者

の
事
務
負
担
の
増
大
な
ど
を

十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
、
慎

重
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
」
と
表
明
し
て
い

る
。

　
ま
た
同
日
、
日
本
商
工
会

議
所
の
三
村
会
頭
は
「
消
費

税
の
複
数
税
率
に
つ
い
て

は
、
社
会
保
障
財
源
の
毀
損

や
、
対
象
品
目
の
線
引
き
が

困
難
で
あ
る
と
い
う
問
題
を

抱
え
て
い
る
。
加
え
て
転
嫁

問
題
に
直
面
す
る
事
業
者
、

と
り
わ
け
規
模
の
小
さ
い
事

業
者
ほ
ど
事
務
負
担
が
大
き

く
な
る
こ
と
か
ら
、
導
入
す

べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。」

と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

　
複
数
税
率
制
度
は
、
低
所

得
者
対
策
と
し
て
の
効
率
が

悪
く
、
単
一
税
率
制
度
の
特

長
で
あ
る
公
平
、
簡
素
、
中

立
と
い
う
消
費
税
の
長
所
を

損
な
う
も
の
で
あ
る
。
複
数

税
率
が
一
度
認
め
ら
れ
る

と
、
そ
の
対
象
は
広
が
り
や

す
く
、
制
度
の
歪
み
が
進
行

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
我
が
国
の
財
政
状
態
が
非

常
に
危
機
的
な
状
況
と
も
い

え
る
中
、
低
所
得
者
対
策
は

最
小
限
の
コ
ス
ト
で
最
大
限

の
効
果
を
上
げ
る
政
策
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
複

数
税
率
の
導
入
は
、
そ
の
要

請
に
応
え
る
も
の
と
は
言
え

な
い
。

　
公
平
・
簡
素
・
中
立
と
い

う
観
点
か
ら
東
京
税
理
士
政

治
連
盟
は
、
中
小
法
人
税
制

へ
の
配
慮
と
共
に
、
消
費
税

の
単
一
税
率
制
度
を
維
持
す

べ
く
更
に
強
力
に
運
動
を
推

進
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
。

　
「
平
成
�
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
要
望
書
」
（
概
要
）

は
以
下
の
通
り
。
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【
重
要
要
望
項
目
】

消
費
税
の
単
一
税
率
を
維
持
す

る
こ
と

複
数
税
率
制
度
は
以
下
の
問
題

点
が
あ
る
た
め
導
入
す
べ
き
で

は
な
い
。

①
複
数
税
率
の
効
果
が
低
所
得

者
世
帯
の
み
な
ら
ず
、
全
世
帯

に
及
ぶ
こ
と
に
な
り
、
逸
失
税

収
額
が
多
額
に
な
る
。

②
複
数
税
率
対
象
品
目
の
選
定

が
困
難
で
あ
り
、
多
種
多
様
化

し
て
い
る
経
済
取
引
を
阻
害

し
、
新
た
な
不
公
平
を
生
み
か

ね
な
い
。
ま
た
、
仮
に
対
象
品

目
を
絞
り
込
む
政
策
で
は
、
低

所
得
者
層
へ
の
負
担
軽
減
効
果

が
薄
い
。

③
帳
簿
方
式
、
イ
ン
ボ
イ
ス
方

式
の
い
ず
れ
の
方
式
の
採
用
に

関
わ
ら
ず
、
日
常
事
務
が
煩
雑

と
な
り
、
特
に
小
規
模
事
業
者

の
事
務
負
担
が
増
大
す
る
。

④
小
規
模
事
業
者
に
配
慮
し
た

事
業
者
免
税
点
制
度
・
簡
易
課

税
制
度
が
形
骸
化
す
る
。

　
な
お
、
低
所
得
者
へ
の
配
慮

に
つ
い
て
は
、
複
数
税
率
に
比

べ
事
務
負
担
が
少
な
く
、
給
付

も
低
所
得
者
に
限
定
さ
れ
る

「
消
費
税
の
給
付
付
き
税
額
控

除
制
度
」
が
有
用
な
制
度
で
あ

る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
の
普
及
・
定
着

ま
で
は
、
簡
素
な
給
付
制
度
に

よ
り
対
応
を
図
る
べ
き
で
あ

る
。

法
人
税
改
革
に
あ
た
っ
て
は
、

中
小
法
人
の
厳
し
い
経
営
環
境

を
十
分
に
配
慮
の
う
え
、
課
税

の
あ
り
方
を
慎
重
に
検
討
す
る

こ
と

　
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
の
拡

大
等
に
あ
た
っ
て
は
、
税
制
の

公
平
性
と
透
明
性
の
観
点
か
ら

租
税
特
別
措
置
を
可
能
な
限
り

縮
減
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
財

源
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。

　
特
に
全
法
人
の
�
％
を
占
め

る
中
小
法
人
に
つ
い
て
は
、
厳

し
い
経
営
環
境
を
十
分
に
配
慮

の
う
え
、
課
税
の
あ
り
方
を
慎

重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
特
に
以
下
の
項
目
に
つ
い

て
引
き
続
き
、強
く
要
望
す
る
。

①
外
形
標
準
課
税
を
中
小
法
人

に
導
入
し
な
い
こ
と

②
中
小
法
人
の
欠
損
金
の
繰
越

控
除
制
度
に
係
る
控
除
限
度
額

を
縮
減
し
な
い
こ
と

③
オ
ー
ナ
ー
役
員
に
係
る
給
与

所
得
控
除
に
つ
い
て
は
、
別
途

の
基
準
を
設
け
な
い
こ
と

　
左
手
で
電
卓
を
叩
き
な
が

ら
、
右
手
で
答
案
用
紙
に
解
答

を
書
く
。
時
々
オ
ー
ル
ク
リ
ア

ボ
タ
ン
を
押
し
て
し
ま
い
、
こ

れ
ま
で
の
計
算
過
程
が
台
無

し
。
夏
の
風
物
詩
・
税
理
士
試

験
受
験
時
代
の
苦
い
思
い
出
で

あ
る
▼
女
性
建
築
家
ザ
ハ
・
ハ

デ
ィ
ド
氏
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
新

国
立
競
技
場
が
オ
ー
ル
ク
リ
ア

と
な
っ
た
。
新
国
立
競
技
場
建

設
は
、
苦
い
思
い
出
だ
け
で
終

わ
ら
せ
て
は
い
け
な
い
。
陸
上

競
技
の
主
要
な
国
際
大
会
を
開

く
に
は
、
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ

プ
の
た
め
の
サ
ブ
ト
ラ
ッ
ク
が

必
要
と
の
こ
と
で
、
五
輪
で
は

臨
時
に
、
明
治
神
宮
外
苑
軟
式

野
球
場
に
、
仮
設
で
サ
ブ
ト
ラ

ッ
ク
を
設
け
る
計
画
だ
▼
仮
設

で
は
な
く
常
設
に
し
て
、
五
輪

後
に
は
、
世
界
陸
上
も
開
催
可

能
な
第
１
種
公
認
競
技
場
と
し

て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
税
理

士
会
各
支
部
野
球
部
員
は
、
支

部
対
抗
野
球
大
会
が
今
後
永
久

に
明
治
神
宮
外
苑
軟
式
野
球
場

で
開
催
出
来
な
く
な
っ
た
と
し

て
も
、夢
の
あ
る
未
来
に
な
ら
、

サ
ブ
ト
ラ
ッ
ク
常
設
に
賛
成
す

る
だ
ろ
う
し
、
日
本
国
民
も
同

じ
だ
と
思
う
▼
第
�
回
税
理
士

試
験
が
平
成
�
年
８
月
�
日
～

�
日
に
か
け
て
全
国
�
会
場
で

行
わ
れ
た
。
受
験
者
数
は
、
近

年
、
逓
減
傾
向
に
あ
る
。
第
�

回
の
受
験
申
込
者
数
は
６
万
２

８
３
０
名
だ
っ
た
の
に
対
し
、

第
�
回
で
は
４
万
７
１
４
５
名

（
速
報
値
）
で
あ
っ
た
。今
夏
、

お
盆
休
暇
を
返
上
し
て
第
�
回

税
理
士
試
験
に
懸
け
た
若
者
に

夢
の
あ
る
未
来
を
約
束
し
た
い

も
の
で
あ
る
。
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